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厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定していますが、令和２年９月１日に、このガイドラ

インが改定されました。改定後のガイドラインのポイントを数回に分けて紹介します。 

個人情報保護員会から、『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案

が発生した場合等の対応について」に関するＱ＆Ａ』を更新したとのお知らせがありました（令和２年９月１日公表）。 

今回の更新で追加されたＱ＆Ａのうち、企業において身近な内容といえるものを一つ紹介します。 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました① 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました② 

 

★次号以降で、企業が行うべき労働時間管理や健康管理の内容などを紹介していきます。禁止や制限できる例外事項に該

当しない限り、副業・兼業は認めなければならないことに注意し、就業規則の規定を見直しておきましょう。 

＜ガイドラインの目的＞ 

副業・兼業を希望する者が年々増加傾向にある中、安心して副業・兼業に取り組むこ

とができるよう、副業・兼業の場合における労働時間管理や健康管理等について示す。 

＜副業・兼業の現状＞ 

・副業・兼業を希望する者は、年々増加傾向にある。 

・副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用する

かは、基本的には労働者の自由であるとされている。 

・厚生労働省のモデル就業規則でも、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」と

されている。 

＜副業・兼業の促進の方向性＞ 

・人生100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要。副業・兼業は、

オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、都市部の人材を地方でも活かすという観点から地方創生に

資する面もある。 

・副業・兼業を希望する労働者については、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要であ

る。 

・企業及び労働者が、長時間労働にならないように留意して行うことが必要である。 

＜企業の対応／基本的な考え方＞ 

・副業・兼業を進めるに当たっては、納得感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケ

ーションをとることが重要である。 

・使用者及び労働者は、①安全配慮義務、②秘密保持義務、③競業避止義務、④誠実義務に留意する必要がある。 

・就業規則において、原則として労働者は副業・兼業を行うことができること、例外的に上記①～④に支障がある場合に

は副業・兼業を禁止又は制限できることとしておくことが考えられる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/12 ● 9 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

10/31 
● 9 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● 8 月決算法人の確定申告と納税・2021 年2 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 11 月・翌年2 月・5 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

● 労働者死傷病報告書の提出（休業4 日未満の 7 月から 9 月分の労災事故について） 

● 労働保険料の納付（延納2 期分） 

お仕事 
カレンダー 

10 月 

★資料等を送付した後、相手側から、「今後、送付等はやめていただきたい」といった請求があった場合は、上記のＱ＆Ａ

の後半にあるように、「適切に利用停止又は消去の請求に応じることが望ましい」とされていることに注意しましょう。 

令和２年度の地域別最低賃金の改定状況 正式に決定！ 

令和２年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。発効年月日とともに、地域別最低賃金の額をご確認ください。 

Ｑ 名刺交換により取得した連絡先に対して、自社の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることはできますか？ 

Ａ 個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺を交換した場合、相手側は名刺を渡した者が所属

する個人情報取扱事業者から広告宣伝のための冊子や電子メールが送られてくることについて、一定の予測可能性があ

ると考えられます。この場合に、従業者が取得した名刺の連絡先に対して自社業務の広告宣伝のための冊子や電子メー

ルを送ることは、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当すると解されます。 

 業務時間外や、事業場外で名刺交換した場合であっても、個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上

で名刺交換を行った場合は、同様に「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当すると解

されます。現行の個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、保有個人データを法第16条の規定に違反して取り扱

っている場合又は法第 17条の規定に違反して取得した場合でなければ、当該保有個人データの利用の停止又は消去の

請求に応じる義務はありませんが、顧客から寄せられた冊子や電子メールの送付の停止等の要求を苦情として扱った上

で、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならず（法第 35 条第１項）、令和２年改正法（未施行）において利用

の停止又は消去の請求の要件が緩和されたことにより将来的には対応が必要になる場合があることも踏まえ、適切に利

用停止又は消去の請求に応じることが望ましいと考えられます。  （以下略） 


